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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
企
画
調
整
部
企
画
課
）…
一

○
東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
二

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
三

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除
（
二
件
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
五

規

則
（
公
）

○
警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

正

誤

○
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
付
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

規

則

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
二
号

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
規
則

第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ

第
九
条
第
一
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
懲
役
、
禁
錮
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年

法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年
院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
少
年
院
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改

正
後
の
特
別
区
の
消
防
団
員
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
九
条
第
一
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
拘
禁
刑
又
は
拘
留
の
刑
の
執
行
の
た
め
刑
事
施
設
に
拘
置
さ
れ
て
い
る
も
の

と
み
な
す
。

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
三
号

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
消
防
庁
消
防
吏
員
服
制
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
三
百
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
執
務
服
の
部
上
衣
の
款
中
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「
階
級
章
等

冬
服
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

を

襟

章

」

「
階
級
章
等

冬
服
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

」
に

改
め
る
。

別
表
第
二
執
務
服
の
部
上
衣
の
款
中

「
地

質

男
性
消
防
吏
員
執
務
服
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

を

製

式

肩

章

階
級
章
等

襟

章

標

識

」

「
地

質

男
性
消
防
吏
員
執
務
服
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

に

製

式

肩

章

階
級
章
等

標

識

」

改
め
る
。

別
表
第
六
冬
救
急
服
の
部
上
衣
の
款
襟
章
の
項
を
削
り
、
同
表
夏
救
急
服
の
部
上
衣
の
款
中

「
標

識

冬
救
急
服
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

を

肩

章

階
級
章
等

襟

章

」

「
標

識

冬
救
急
服
上
衣
と
同
様
と
す
る
。

肩

章

に

階
級
章
等

」

改
め
、
同
表
水
難
救
助
隊
員
服
の
部
上
衣
の
款
襟
章
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
八
重

洲
一
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

八
重
洲
一
丁
目
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
十
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
一
番
三
号

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
二
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
橋
室
町
一
丁
目
地
区
市
街
地
再
開

発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

日
本
橋
室
町
一
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

中
央
区
日
本
橋
室
町
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
日
本
橋
室
町
一
丁
目
八
番
三
号

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
三
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
日
本
橋
一
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発

組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に

告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

日
本
橋
一
丁
目
中
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
三

施
行
地
区

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
四
番
三
号

平
成
三
十
年
十
二
月
十
四
日

五

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
四
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
駅
前
八
重
洲
一
丁
目
東
Ａ
地
区
市

街
地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

東
京
駅
前
八
重
洲
一
丁
目
東
Ａ
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
二
月
九
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
四
番
十
六
号

令
和
四
年
二
月
九
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
八
潮
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三

そ
の
他

こ
の
告
示
に
よ
り
指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
は
、
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
百
五
号
に
よ
り

指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
関
屋

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の

ひ

化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
八
百
二
十
号
に

よ
り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
新
砂
三
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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規

則
（
公
）

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関

す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
７
年
５
月
２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
８
号

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災

害
給
付
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
視
庁
の
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
４３年

６
月
１３日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１０

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ

第
１３条

第
１
号
中
「
懲
役
、
禁
錮
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
警
視
庁
の
警
察
官
の

職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
規
則
第
１３条

の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
号
中
「
拘
禁
刑
若
し
く
は

拘
留
」
と
あ
る
の
は
、
「
拘
禁
刑
、
拘
留
、
刑
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
令
和
４
年
法
律
第
６７号

）
第
２
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
刑
法
（
明
治
４０年

法
律
第
４５号

。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
旧
刑
法
」
と
い
う
。
）
第
１２条

に
規
定
す
る
懲
役
、
旧
刑
法

第
１３条

に
規
定
す
る
禁
錮
若
し
く
は
旧
刑
法
第
１６条

に
規
定
す
る

拘
留
」
と
す
る
。正

誤

○
令
和
七
年
三
月
二
十
一
日
付
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

三
三

中

四

運
転
免
許
証

免
許
証
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